
デュガルド・スチュアートの救貧思想と貧困対策
―スミス以後の貧困問題を中心に―

荒　井　智　行

I　は じ め に

　デュガルド・スチュアートは，スミスの伝記
を最初に書いた人物，もしくはハチスン以降の
スコットランド啓蒙末期におけるリードと並ぶ
道徳感覚学派の有力な人物として知られる．だ
が，その一方で，彼が 19世紀初頭における経
済学の最高権威とされてきたにもかかわらず，
その具体的内容はわが国では知られていないよ
うに思われる．
　スチュアートが経済学者としての地位を築い
たのは，エディンバラ大学で 1800年から 1810

年まで行った政治経済学講義の与えた影響が大
きかったからにほかならない．彼の講義は，ス
ミス『国富論』の解説にとどまらず，スミス以
後の現実の経済社会の諸問題に対する実践的な
政策論を重視していた1）．その背景には，端的
に言えば，フランス革命後の政治的激動の中で
断続的な凶作と食糧価格の高騰とが結びつい
て，貧困問題が深刻化していたという事態が
あった．そうした状況のなかで，パンを買えな
い困窮者と餓死者が多数生じただけでなく，ブ
リテン各地で貧民の食糧暴動が繰り返されてい
た．その渦中に講義を行ったスチュアートに
とって，救貧問題はきわめて重大なテーマで
あった．
　スチュアートは，すでに 1785年からアダム・
ファーガスンの後を引き継いだ道徳哲学講義に

おいても貧困問題に強い関心を示していた
（Stewart 1800―10［以下 Worksと略記］，VIII, 

5n）．また，「1800―1801年冬季の政治経済学講
義計画」においても，貧民救済問題に比重が置
かれている．同「計画」は，「人口」，「国富」，「貧
民」，「救済行政」，「予防行政」，「教育」の 6部
門によって構成されていた（Works VIII, xvii―
xx）．この構成は，同講義で正式決定される目
次において「人口」，「国富」，「貧民」，「教育」
の 4部門構成へ置き換えられることになるが，
このことは彼の政治経済学講義において貧民救
済が当初から重要な位置を占めていたことを示
している．にもかかわらず，従来スチュアート
の貧民救済論には必ずしも十分な注意が払われ
てこなかった．Hont （1983; 2005）2），Milgate 

and Stimson （1996; 2009），ならびに太田（2000）
は，スチュアートが貧困問題に関心を払ったこ
とについては言及しているが，その内容につい
て詳しく論じているわけではない．この点は，
政治経済学の側からなされたこれまでの内外の
スチュアート研究についても同様で，スチュ
アートの貧民救済論それ自体を本格的に取り上
げたものはほとんどなかったと言ってよい．む
しろ，第 III節で見るように，スチュアートに
よる機械の発達もしくは分業の効果の強調を
もって，貧困は長期的には解消されるとスチュ
アートは考えていると論じられてきた．こうし
た楽観主義が貧困問題を覆い隠したとする従来
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の解釈には，彼が自由な市場経済と長期の法則
のみを分析対象とし，眼前の貧困問題の解決を
長期分析の視点に埋没させたとする捉え方が含
まれているように思われる．
　しかし，『政治経済学講義』（以下『講義』と
略記）全体から貧困問題に注目して考察してみ
ると，貧困は解決すべき最重要課題とされてお
り，貧困対策がきわめて重視されている．そし
てその対策には，彼の救貧史観が深く関わって
いるという重要な事実が浮かび上がってくる．
そのため，本稿では，スチュアートの救貧対策
に焦点を当てることによって，彼の政治経済学
を支える核ともいうべき救貧思想の特徴を明ら
かにすることを課題とする．そして，スミス『国
富論』の市場経済論を補うべく貧困に対する政
策論の視点を重視したスチュアートの経済思想
の歴史的意義を提示する．
　本稿の構成は以下の通りである．第 II節では，
スチュアートの救貧思想を理解する上でもっと
も重要だと思われる穀物倉庫の設置をめぐる彼
の議論に焦点を当てて検討する．第 III節では，
スチュアートの進歩的楽観的側面を強調する従
来の解釈と対照させながら，彼の貧困・市場認
識がいかに変化したのかを確認する．第 IV節
では，スチュアートの貧困対策を具体的に示す
ことにより，彼の実践的な貧民救済論の特徴を
明るみに出す．最後に，以上の救貧思想に貫か
れた政策論に見られるスチュアートの視点が，
スミス以後の経済思想史上における重要な一特
徴をなしていることを探る．

II　穀物倉庫の設置

　スチュアートが 18世紀末の断続的な凶作と
食糧価格の高騰を経験して，短期的な貧困対策
の柱として主要テーマにあげたのは，食糧不足
や飢饉時に対して食糧供給を行うための穀物倉
庫の設立についての是非であった．彼が穀物倉
庫を設立する上で特に問題にするのは，独占的
な投機家や穀物商人の存在である．スチュアー

トによれば，穀物が安い時に買い占めそれを私
的な穀物倉庫に貯えておき，穀物が騰貴する時
に高く売るといった行為が当時横行していた．
スチュアートは，彼らが穀物倉庫を利用して不
当に穀物価格の操作を行うことによって，自由
な国内取引を著しく妨げていることを強く批判
する．だが，穀物倉庫の設立をめぐって次のよ
うにも述べている．「収穫時に手許にあるストッ
クの量を不作から懸念される食糧不足に備える
手段と考える際に，一つの事情が注目に値する
が，それはこれまでしばしば見過ごされてきた
ものである．つまり，一定のストックを手許に
置いておくことは，新たな収穫物が利用できる
ようになるまで，年度のその季節に市場に供給
するために絶対に必要である，ということであ
る」（Works IX, 125. 下線は原文のイタリックを
表す．以下同様）．ここでは，スチュアートは，
不作の年に備えて小麦の一定期間の貯蔵が必要
であることを強調している．だが，彼によれば，
穀物の備蓄の必要量を確かめるための正確な統
計を示すことが容易ではない事情が 2つあっ
た．第 1は，各年度の月毎の小麦価格と消費量
とのバランスが，穀物倉庫を私的に利用する独
占的な投機家や穀物商人によって著しく妨げら
れていることである（Works IX, 126―31）．第 2

は，凶作時の穀物価格の高騰の原因や収穫物の
不足分の見積もりを調査する人物が，「派閥」
意識から，敵視する政党に食糧不足の責任を負
わせるために穀物不足の数値を故意に高めて統
計を作成していた点である（Works IX, 131―
32）．スチュアートは，これらの問題点を踏ま
えて，「農業委員会」が公正に統計調査を行う
必要があると主張したアーサー・ヤングの見解
に同意している3）．ここで注目に値するのは，
穀物倉庫の設置へのスチュアートの強い関心で
ある．『講義』において，穀物倉庫の設置を擁
護するに至る彼の議論は，実に 70頁以上にも
及んで述べられている（Works IX, 61 ff）．例え
ば，穀物が腐りやすい点を考慮に入れながら4），
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ヤングが『凶作の問題』の中で月別の穀物の平
均価格について示した統計（Young ［1800］ 
2006, 42―49）が正確であるかどうかについて詳
しく検討している．
　スチュアートが，こうした詳細な検討を通じ
て，人口と食糧をめぐる統計技術の発展によっ
て，凶作時に備えて国民に足りる分の食糧備蓄
量について正確な数値が示された場合に，国内
の「公共の穀物倉庫」の設置を擁護したという
事実は重要であろう．なぜなら，従来の研究で
はこれとは正反対に論じられてきたからであ
る．例えば，E. P.トムスンは，ジェイムズ・ス
チュアートが「穀類の政策」論文（1757）の中で穀
物倉庫の設置を擁護したことに対比させて5），
デュガルド・スチュアートの場合には，1800

年の食糧危機のときでさえ「穀物取引の無限の
自由の正当性を講義した」（E. P. Thompson 

1991, 278―79）として，穀物倉庫の設置を擁護
しなかったとするスミスと同一の立場に立つも
のとみなしているからである．だが，18世紀
末の 2度の大凶作に見舞われた当時のブリテン
では，長期の視点に基づくスミス自由貿易論に
対する懐疑的な見方がヤングを始めとして少な
くなく，穀物倉庫の設置をめぐって正確な統計
を示す必要性が主要テーマとして論じられてい
たのであり（Rashid 1980, 493―99）6），スチュアー
トの場合もこうした論調を強く帯びていたので
ある（Works IX, 47―49）7）．
　スチュアートが「公共の穀物倉庫」の設置を
擁護するために詳細に検討したのは，以下で見
る彼の救貧史観と深く関係している．彼によれ
ば，「ノルマン・コンクエスト以後，イングラ
ンドの国内取引のほとんどは市場と定期市で
ずっと行われていた．すべての売買は，窃盗を
防ぐために，公共の市場と自治都市を除いて禁
じられたのである」（Works IX, 54）．また，穀
物の売買は，農業者から消費者に対して直接な
されるべきであるとされていたため，とりわけ
欠乏時に穀物商人が私的な穀物倉庫を利用して

穀物を自分たちの支配下に置き穀物を高く売り
つけて法外な利潤を得るといった行為に対して
は，「国民の一時的な憤怒と嫌悪」の感情が引
き起こされた．そして，穀物不足が生じた際に
は，彼らは憤激し，困窮の原因を「穀物商人の
貪欲」に求め，穀物倉庫を略奪し破壊した8）．
穀物商人は「法外な利潤を要求すると想定さ
れ」，「栽培者と消費者の間にいかなる種類の仲
介者も入り込むことを可能な限り妨げるのが得
策であると考えられた」（Works IX, 54）．公正
な取引を妨げる独占，買占め，ならびに再販売
の行為に対しては，コモン・ローに反するとし
て財産の没収や禁固刑等の厳しい刑罰が科され
た（Works IX, 54―61, 94―95）．ポラニーによれば，
強制的に取引行為を公開させ中間商人を排除す
るこのような行いは，非競争的な「統制という
伝統的特徴」を持ち，「社会的権威によって管
理された市場取引ないし統制的市場」を意味す
る．「統制的市場」においては，貧民に対する
食糧供給が当然の義務とされ，貧民の生存を守
ることが社会的義務であるとするある種の規範
が存在していた．そしてこの規範は，少なくと
も 18世紀末に至るまで存在し続けた（Polanyi  

［1944］ 1957, 63―71 / 訳 84―95）．以下で見るよう
に，スチュアートにとって，貧民を救済するた
めの教区救貧院と救貧法はその規範の象徴的存
在であった．
　スチュアートは，15世紀以降のスコットラ
ンドの救貧史について概説し，なかでも，17

世紀初頭のエリザベス期以降に貧民救済の枠組
みが定着したスコットランドの教区救貧院に特
に着目している（Works IX, 286―94）．彼によれ
ば，教区救貧院では，「貧民の基金の徴収，監督，
分配というこれらの事業はすべて，少しの費用
もかからずに運営されている．私は，そうした
広範な慈善による運営において，倹約と私欲の
ない熱意からなる似た例はヨーロッパのいかな
る国においても生じえないと考えている」
（Works IX, 296）．この点において，彼はその運
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営について，教区長による節約に基づく賢明な
行いを高く評価している（Works IX, 293―96）．
また，救貧法についても，エリザベス期以来の
救貧法史について，以下の点に特に注目しなが
ら概説している．1579年のエリザベス救貧法
は，浮浪者への刑罰，貧民の定住ならびに教区
による貧民の保護等の諸規定を取り入れ，その
後の救貧制度を基礎づけた点で高く評価されて
いる．そしてそれ以後の救貧法は，17世紀を
通じて「工場（manufactories）」の発達を背景に，
就業と関わらせて議論され，なかでも，1692

年から続いた厳しい飢饉を背景に議会で可決さ
れた 1698年の救貧法は，「乞食の抑圧と貧民の
維持および雇用」においてきわめて重要な法律
だとしている．スチュアートによれば，同法律
がその後廃止されても，貧民救済の法的理念は，
18世紀を通じて存続し続けた．1744年（6月 6

日），ベリックシャーでは，「最高裁判所は困窮
者が教区で 3年間居住する救済請求権を与える
判決を下し」，1757年（2月 13日），ハンビー
教区においては，「相続人と借地人による救済
基金の共同管理（the joint administration）に関
して，スコットランド救貧法の全体系は，かな
り厳密化された」．スコットランドの最高裁判
所は，貧民救済に対して重要な権限を有すると
ともに，救貧法の制定において賢明に尽力して
きた．スチュアートによれば，「だが，スコッ
トランドにおいて貧民が救済を受ける法的請求
権を保持しているのは，わが国の最高裁判所の
幾度もの決定によって疑問の余地なく定められ
ている一つの原理によってなのである」（Works 

IX, 294）．そして，19世紀初頭においても，ス
コットランドの最高裁判所による貧民救済に対
するこの「原理」はなお保持し続けられてきた．
彼は述べている．「最高裁判所が議論の中心に
した問題は，次の点であった．それは，スコッ
トランドの救貧法の下で，個人的な欠陥（per-

sonal infirmity）がないのに，食糧の高価格によっ
て自活できない状態にある人々は，救済を受け

る資格があるかどうか，割当金は飢饉時におい
て合法であるかどうか，ということであった．
最高裁判所は，1804年 1月 17日にこのような
救済と割当金が合法であると定めた」（Works 

IX, 294―95）．
　これらの点から，スチュアートは，スコット
ランドの教区救貧院と救貧法が，救済の是非と
その体系の精密化をめぐって，19世紀初頭ま
で貧民の生存維持に重要な影響を及ぼしてきた
と考えた．彼がこれらの貧民救済を特別に称え
たのは，「統制的市場」の下での社会的義務が
果たされなかった場合に，食糧暴動が上に見ら
れたような彼らの一貫した行動の型によって引
き起こされると考えていたからであり，貧民の
生存を守るための社会的規範と義務としてこれ
らの貧民救済に積極的な意義を与えようとして
いたからである．たしかに，スコットランドの
長い伝統が育んできたこうした慣習や法が生存
を保証する行動規範へと諸個人を従わせたよう
に，為政者についても，民衆の生存を守ること
が義務であると考えられている．彼が『講義』
の中で「政府の第一の義務は国民に食糧を与え
ることである」と記されている『スター新聞』
（1800年 8月 4日）を自らの見解に補うべく援
用している（Works IX, 91―93）のは，政府が人々
の生存に関わる食糧を民衆に提供すべき義務が
あるとする視点に基づくものであった9）．これ
らの内容から，スチュアートは，スコットラン
ドの長い貧民救済と伝統に根ざした運動をいわ
ば権利論的に把握することによって，食糧不足
時に備えるための「公共の穀物倉庫」の設置を
必要不可欠と考えていたということができる．

III　貧困問題の変容

1.　救貧法・救貧院の限界
　凶作時における国民への食糧供給を担う「公
共の穀物倉庫」の設置は，短期的ないし緊急時
の貧困対策として重要な役割を果たすといえる
が，それだけでは貧困問題の根本的な解決には
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ならない．1795年のブリテンで深刻化した食
糧飢饉のもとで，スピーナムランド制の設立や
ウィットブレッドの最低賃金法案をめぐる論争
が引き起こされたように，救貧支出と人々の生
存保障とをめぐる論争がこの時代の潮流とされ
ていた10）．こうした激しい救貧論争が行われて
いた中で，スチュアートは，救貧法の限界を認
識せざるをえなくなった．彼は，イーデンの『貧
民の状態』（Eden 1797 vol. 1, xxv, 131, 188）や
ハウレットの『諸原因の不十分さ』（Howlett 

1788, 16―18）に依拠して，スコットランドに限
らずフランスにおいても救貧税が課せられてい
るところでは，貧民をますます増加させ，食糧
価格の高騰を招いていることを指摘している．
なぜなら，救貧費支出が 1783年以降年々上昇
し，1803年には 425万 7000ポンドにまで達し
ていることから，救貧税の増大による国内財政
の負担を深刻な問題だと考えているからである
（Works IX, 273―74）．そうした観点から，温情
主義的な貧民救済には批判的な立場に立ち，マ
ルサスの『人口論』第 3版11）の中で述べられ
ている救貧支出の増大による財政悪化から救貧
法の漸次的撤廃の提案（Malthus ［1806］ 1996, 
vol. II, 528―29 / 訳 IV, 230―31）に注目している
（Works IX, 278―81）．だが，マルサスによる救
貧法の漸次的廃止の考えには安易に同意しな
かった12）．スチュアートは，イーデンの『貧民
の状態』を取り上げ，その中で「社会の困窮し
ている階級（the distressed classes）の欠乏を救い，
かつ気づかないうちに救貧法の執行に入り込ん
できた乱用を正すさまざまな考え方のうち，企
てられうるのは，救貧法の修正だけであって，
その全廃ではない」（Eden 1797, vol. 1, 470）と
述べられている内容を自らの見解を補うために
援用し（Works IX, 277），存続する救貧法の一
方的で突然の廃止に反対し貧民への制限的な
「賦課（assessment）」を推奨したイーデンの企
てを支持しているからである（Works IX, 277―
78）．こうした点から，スチュアートは，救貧

法の漸次的廃止を主張したマルサスよりも，救
貧法の修正を主張したイーデンと同じ立場に
立っていたといえる．
　財政的理由からこのように救貧法を批判した
スチュアートは，救貧法は道徳的にも問題があ
ると考えていた．救貧税などによる温情主義的
な貧民救済が，貧民の「貯えることへの強い欲
求」を失わせるだけでなく，施し物を受け取る
ことに「恥（humiliation）」を感じさせること
や「独立の精神（spirit of independence）」を妨
げてしまう点についても指摘している（Works 

IX, 298）13）．
　スチュアートは，国内財政の厳しい現状に鑑
みて，救貧院に関してもその存続に限界がある
と考えていた．特に問題にされるのは，スコッ
トランドの教区救貧院ではなく，「慈善救貧院
（Charity Workhouses）」である．これは，マ
シュー・ヘイル（1609―1676）によって貧民の
怠惰を防止し貧民労働の組織化を目的に提唱さ
れ，18世紀を通じてスコットランドとイング
ランドの大都市で事業展開された（Works IX, 
300―01）．しかし，スチュアートは，慈善救貧
院は救貧史上「最悪であることが証明されてい
る」（Works IX, 301）と述べる．彼はその説明
としてタウンゼンドの『救貧法に関する諸プラ
ンについての諸観察』（Townsend［1786］1971, 
55）を特に参照しながら，概ね以下のように説
明している．慈善救貧院は，「監禁，騒音，不潔」
であり，そこに「画一的に」収容された貧民は，
「狭苦しい」中，「清潔で健康的な空気を吸うこ
ともできず」，「人格（character）の喪失」を引
き起こし，人間の「自由（liberty）」が奪われ
ている．貧民は，慈善救貧院に入ることに「恐
怖」を感じ，そこで働くときに「落ち着きと安
心を犠牲にしている」．そして「相応の報いを
受けるに足る多くの人々は，こうした救貧院に
追いやられる恐怖によって，苦痛の下で身も心
も擦り切れるまで貧困に喘ぐのである」（Works 

IX, 271―72, 301）．彼は，教区救貧院で見られた
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人道主義的救済とは大いに異なるものとして，
このような慈善救貧院の劣悪な労働環境で働か
される貧民の状態を特に深刻な問題だとしてい
る（Works IX, 302―05）14）．
　しかし，スチュアートは，慈善救貧院に関し
て単に道徳的な見地から批判しているだけでは
なかった．というのも，彼によれば，慈善救貧
院を建てるための「建設」費，そして運営する
ための「設備」費と「人件」費の増大による「維
持費用」が救貧税だけでは賄いきれないほどの
過重な負担となって，慈善救貧院を「長期的に
運営していくことは不可能」だったからであ
る15）．スチュアートは，こうした財政的理由か
らも，慈善救貧院においては教区救貧院で見ら
れたような節約による運営ができないことを確
信した．彼は，ヴォートの『ハンブルクにおけ
る貧民の管理についての報告』（1795）やラム
フォードのミュンヘンにおける救貧策の成功例
から16），救貧の計画は国によって異なり「特定
の統治の性質に委ねられる」と述べているが，
道徳と財政上の理由から，総じて慈善救貧院の
規模のこれ以上の拡大については反対した
（Works IX, 303―05）．

2.　分業・工場の弊害
　1790年以降の貧困問題は，救貧法の是非を
めぐる論争だけでなく，工場の弊害や児童労働
のような構造的な問題をも抱え込んでいたこと
を忘れてはならない．例えば，スチュアートに
とって，分業が労働者に及ぼす悪影響は，決し
て無視しえない問題であった．彼は，ファーガ
スンの『市民社会史』の中で，分業による単純
労働が労働者の「感情と理性をもっぱら抑圧
し」，「無知」にさせることから彼らの精神を不
活発にさせると述べられている内容（Ferguson 

［1767］ 1995, 172―74 / 訳（下）7―9）を重く受け止
めている（Works VIII, 329―30）．そして，こう
した分業の弊害について次のように述べてい
る．「一見すると，商業的繁栄の増大と不可分

に結びついていると思われるこの不幸を除去す
るか減少させる，ある方法を考案することは，
立法のもっとも重要な問題の一つである．最初
に思い浮かぶ救済策は，下層階級の人々に特に
適合した国民教育制度の確立（the establishment 

of a system of national instruction）である」（Works 

VIII, 330）．
　この議論について立ち入って考察する前に，
われわれが確認しておきたいことは，上の引用
文に続けて，スチュアートが，機械を導入した
分業の効果をいっそう浮かび上がらせることに
よって，分業が「労働の手間を省き」，「労働の
節約（economy of labour）」を可能にすると述べ
ている点である17）．彼は，機械の発達を賛美す
ることによって，「手工業」を対象にしたスミス
の分業論は，分業の質が異なるとして，「現在の
問題にまったく適用できない」と述べている18）．
現在の問題とは，18世紀末以降国民的論争が
引き起こされた機械問題にほかならない19）．こ
の時期に生じたランカシャー暴動に触れている
ように，スチュアートは，近年の製鉄および木
綿産業の著しい発展によって，労働が機械に置
き換えられ多くの労働者が雇用を失う機械問題
に直面していた（Works VIII, 322―26）20）．
　だが，彼はこうした機械問題を深刻なものと
はみなさなかった．なぜなら，機械を導入した
製造業における分業による生産力の向上とそれ
に伴う安価な商品に対する需要の増大が，国内
外の市場を通じて，資本蓄積の拡大と資本投下
によって「莫大な数の人手に対する雇用を生み
出す」と考えていたからである（Works VIII, 
193―95）．「機械の発明」は，国内の経済発展に
とどまらず，その普及によって地球規模で「資
本の作用」を与え製造業の発展を促進し，「人
類の繁栄に作用する」のである（Works VIII, 
331）．
　しかし，スチュアートによる機械へのこうし
た賛美を根拠に分業の弊害について長期的には
「自己是正」へと導くという楽観性を強調しよ
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うとするこれまでに多く見られた解釈は，いく
ぶん安易であるように思われる．というのも，
スチュアートが上の引用文に続けて分業の効果
を強調していたのは，「1つの考察に限定する」
として付随的に述べられているにすぎないから
である．例えば，ホント（Hont 1983, 312―13 / 訳
496―97）とウィンチ（Winch 1983, 53―54 / 訳
48―49）は，その点について触れていないだけ
でなく―上の引用文では，分業の弊害の改善
策について立法の取り組むべき行いとして「国
民教育制度の確立」が重んじられているが―，
これを彼の楽観主義に還元しようとしてもい
る．たしかに，スチュアートは，「印刷術の発明」
を始めとして，運河・航海技術・主要道路の拡
大に見られる公共事業の発展と出版物および初
等教育の普及による商業社会の発展を強調する
ことによって，漸進的な進歩の観念を抱いてい
た（Works II, 228―40）．このことから，『講義』
の最終第 4編「下層階級の教育について」にお
いては，「機械技術（mechanical arts）」の利点
が強調され，商業社会の発展を押し進めるもの
として分業のもつ肯定的な側面にいっそうの光
が当てられている（Works IX, 338―41）．
　しかし，上の引用文に見られたように，スチュ
アートにとって，分業の弊害は決して楽観視で
きるものではなかった．特に，18世紀後半に
おいて生じた木綿工場における教区徒弟の集団
的雇用によって引き起こされた児童の工場内で
の過重労働を重く受け止めている．彼は次のよ
うに述べる．「だが，私は，製造業労働がこの
国で近年顕在化してきた新たな問題に注意する
ことなしに前回行った議論を終えることができ
ない．それは，工場の設立が（少なくともその
主題の明らかな点において―スチュアート），
両親の保護の下から引き離された大勢の子供た
ちを雇うことによって，それだけの数の青年層
の健康と道徳心（morals）にもっとも致命的な
影響を与えているように思われる，という点で
ある」（Works VIII, 183）．E. P.トムスン（E. P. 

Thompson 1963, 333―40 / 訳 398―406）によれば，
児童労働の強化は，労働の専門化，経済的役割
の分化の増大，家族経済および 18世紀後半に
見られた人道主義の解体によって押し進められ
た．工場制度は，家内工業制度がもっていた家
庭による代償機能をまったくもたない状況下
で，その最悪の諸特徴を引き継いでいた．スチュ
アートは，工場内の児童労働の悲惨な労働環境
について克明に記されているエイキンの『マン
チェスター近郊叙説』（1795）やイーデンの『貧
民の状態』（1797）を参考にし，児童の長時間
労働，狭い室内での油などから発せられる有毒
ガスの吸引，伝染病ならびに過労死について詳
細に記している．スチュアートは，こうした児
童労働の問題に関して次のように述べている．

もっとも有利な光で見られる時でさえ，その
主題は疑いなく決して有利なものではない．
また，遠く離れたところからどんなに都合よ
く見たとしても，精神を商業的企画と調和さ
せることはできない．その企画は，社会の道
徳心（morals）に有害なだけでなく，少年時
代の元来の陽気で自由で無邪気な活動と結び
つけられた幸福の犠牲を命じるのである．し
かし，大半の政治的主題はさまざまな局面の
もとで考察されうるし，われわれの力が及ば
ない救済論議に対して雄弁にふけることより
も不可避な弊害の改良について企てることの
ほうがいっそう有用であるので，少し立ち止
まって検討してみる価値があるかもしれな
い．（Works VIII, 184―85）

　ここで見られるように，商業社会賛美の特徴
として喩えられる「光」（Works IX, 332―39, 399）
は，児童労働の弊害を前にして救いの手を差し
伸べはしなかった．「光」とともに「商業精神」
が広く行き渡るからといって，無法で無秩序な
状態の下で悲惨な労働環境に置かれていた児童
労働に関しては，楽観的ではいられなかった．
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彼によれば，「製造業で働く者の思考の嘆かわ
しい状態は，親による育児と愛情の計り知れな
い利益を享受する若者のそれとを公正に比較す
ることができないのである」（Works VIII, 188）．
そこで，工場労働の弊害の改善に努めたニュー
ラナークにおけるデヴィッド・デイルの木綿工
場がいかに優れているかを説明している．そこ
では 1792年から 1795年にかけて児童の寄宿生
が 8人死亡したが21），他の工場と比べればごく
わずかな数にすぎなかった22）．さらに，デイル
の規則では，工場労働以外に，学校での基礎教
育（読み，書き，算術）を男女に提供したほか，
「彼らの道徳心の純粋さおよび宗教教育（reli-

gious instruction）に最大限の注意が払われた」．
また，健康面や規定の食事が整えられただけで
なく，同工場のほとんどの児童は両親の下で宿
泊することも許された（Works VIII, 186）．だが，
こうした工場は稀であり，スチュアートによれ
ば，大都市を中心に激増し「放蕩な道徳心」を
もった「孤児と極貧の子供たち」は，救済され
ない状態に置かれていた．彼は，幼い世代に広
がる貧困と極貧状態を近年における「重大な変
化」であると述べ，彼らに対して保護するため
の「孤児院（asylum）」の設立の必要を主張した．

IV　貧 困 対 策

　前節で見たように，スチュアートは，都市化
や工業化がもたらした経済や社会の歪みを是正
する必要を強く認識した．だが，彼の関心は，
工場の弊害や児童労働の問題に限られなかっ
た．彼は，失業した貧民が他の教区に職を求めて
移動しうるようにすることを目的とした「1795

年法」がそれまで教区に拘束されていた貧民の
移動を大幅に緩和させたとして称えているが，
貧民救済としてそれだけで十分であるとは決し
て考えていなかった．彼は述べている．「弊害
が日々進行している急速な発展は，何らかの即
効性のある救済（some immediate remedy）の適
用を必要とするように思われる」（Works IX, 

273）と．そこで，上述した「公共の穀物倉庫」
と「孤児院」の設置のほかに，主として次の 3

つの貧困対策を提唱している．
　第 1に，下層階級の財産所有である．その具
体的な対策として，マルサスが『人口論』第 2

版において「若い労働者が結婚に備える目的で
少額の所得を節約する」上で有益であるとして
奨励した，下層階級の少額預金を預かり運用し
利子を付けて返す「地方銀行」（Malthus ［1803］ 
1996, vol. II, 589―90 / 訳（IV）169）と，ウィット
ブレッドが『救貧法に関する演説』の中で提唱
した同種の「国民銀行」（Whitbread 1807, 2, 19, 
42）があげられている．スチュアートによれば，
それらの銀行は，「希望と大志」を貧民に与え
ることによって「彼らの勤労および卑しい職業
を活気づける」利点をもつ（Works IX, 312―
13）．なぜなら，貧民は，それらの銀行を利用
することによって，財産所有の有無を意識する
ようになり，「生活改善願望」を抱き，「勤労意
欲」をもつからである．ここで注意しなければ
ならないのは，下層階級の財産所有について，
スチュアートが「少しばかりの」と限定してい
る点である．彼が，「…貧民に援助を多く与え
るよりも，彼らに浪費せず貯蓄の慣行を身につ
けさせるようにすることの方が，はるかに有益
である」と述べられているヤングの『農業年鑑』
（Young 1784―, vol. XXV, 359, 361）を引用して
いるのは，貧民が節約する習慣を重視するヤン
グの考えに同意していたからであった（Works 

IX, 321―22）．スチュアートによれば，下層階級
の「少しばかりの財産所有」は，（1）彼らの「勤
労および節約の精神」を鼓舞する，（2）彼らの
現状を維持させるだけでなく，「将来」に対し
て明るい「希望」を抱かせ活動の「機会」をも
与える，（3）彼らの「自制（self-command）の
習慣を涵養し，道徳的な存在（moral being）」
へと向上させる（Works IX, 323）と考えられた．
　第 2に，監獄システムの改善である．18世
紀末以降のブリテンでは，殺人や財産の侵犯行
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為が多発していた．スチュアートは，『講義』
の中で，下層階級の安価なアルコール飲料の暴
飲と酩酊から生じるアルコール中毒による犯罪
を特に問題にしている（Works VIII, 313―18）．
そうした理由から，彼は「節酒」を強く奨励し
た23）．だが，「節酒」だけでは下層階級のモラ
ル腐敗を根本的に正すことができないと考えて
いた彼にとって，監獄は，こうした犯罪の抑制
に効力をもつだけでなく，貧民の更生や道徳的
改善を促す上でもより重要であった．彼は『講
義』「序論」の「教育（EDUCATION）―犯罪の
予防，矯正，更正」の中で次のように述べてい
る．「貧民の保護は，他の主題と密接に関連す
る．すなわちそれは，国民の間で勤労の習慣と
道徳心の規律を促し，自分たちの国の法を犯し
た人々の風習の改革に可能な限り改善をもたら
す手段なのである」（Works VIII, 49）．犯罪の
予防と関わらせて教育を重視するスチュアート
のこうした考えには，ベッカリーアから強い影
響を受けていたことが読み取れる．ベッカリー
アは，『犯罪と刑罰』の最終節で「人々を悪い
行為におもむかないような性質にすることが教
育の完成」であり，そしてそのことが「その国
の政府の性質ときわめて密接に結びつく」
（Beccaria ［1764］1766, 237 / 訳 196）と述べた
が24），スチュアートはこの点をさらに押し進め
て次のように述べている．「彼［ベッカリーア
―引用者］の慈悲深く雄弁な『犯罪と刑罰』は，
倫理哲学の原理（the principles of Ethical Philos-

ophy）と立法の科学（the Science of Legislature）
との関連について，これまで公表されてきたう
ちでもっとも価値の高い例証の 1つを作り上げ
ている．だが，根本的な救済法をこれらの弊害
に適用するためには，政府が，教育の手段を社
会の最下層階級にも与えうるような国民の教育
（the Education of the people）に計画的な注意を
注ぐことが必要である」（Works VIII, 49）．ス
チュアートは，ハワードが視察したヨーロッパ
各地のさまざまな監獄の報告25）とベンサムの

「パノプティコン」に特に注目し，非人道的で
懲罰的な監獄ではなく，上の「教育」的要素を
兼ね備えた監獄の改善を推進している．それ
は，「道徳の一般諸原理（the general principles of 

Morals）もしくは政治経済学（Political Econo-

my）の特定の目的と関わらせて考察される時」，
特に重要だと考えられたのである（Works IX, 
325―26）．
　第 3に，賃金政策である．スチュアートは，
18世紀を通じて賃金上昇が続いていた時代を
背景にして，商人や製造業労働者が農夫と比べ
て高賃金を得ることによって勤労意欲を鼓舞す
るとされるのに対して，工場で安価な賃金で長
時間働かされる児童労働者や未熟練労働者には
こうしたメカニズムが働かないことを識別して
いた．とはいえ，彼は，後者に対して「寛容な
賃金」や多くの慈善を与えることは彼らの怠惰
をもたらすとして反対している．なぜなら，「経
験」上，下層階級は，「将来に対する計画設計
がなく，その場しのぎの習慣」しかもっていな
いため，「高賃金」を得ても「彼らがそれを大
切に使ったことがない」からである．それゆえ，
彼らは「得た賃金をすぐに酒代につぎ込んでし
まう」（Works IX, 311―16）．例えば，スチュアー
トが，貧民に対して，「永続的な援助」と「高
賃金」を与えず「統制し定期的な」援助を与え
るフレンドリー・ソサイエティーの方策を高く
評価するのは，それによって彼らが「節約する
習慣」を身につけることによって必然的に「勤
勉」になるからである．彼によれば，こうした
考えは，ヘンリー・フィールディングの『強盗
の増加の原因に関する考察』（1751）に端を発
して，「人間の勤労の大きな動機を強める」上
で「一時的な救済の方が永続的な救済よりもは
るかに優る」と述べられているモンテスキュー
の『法の精神』（Montesquieu ［1748］ 1961, tome 2, 
132 / 訳（中）393）にも貫かれた考えであった
（Works IX, 275―76）．スチュアートは，イーデ
ンの『貧民の状態』（Eden 1797, vol. 1, xxv, xxix, 
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470）を特に参考にして，フレンドリー・ソサ
イエティーによる貧民救済が，慈善救貧院と同
じく財政負担をもたらすことに変わりないた
め，その長期的な運営については困難であると
結論づけているが（Works IX, 274―75, 324），こ
うした賃金体系と関わらせて勤労意欲の向上を
意図したその政策理念を強く是認した26）．この
点について彼は次のように述べている．

一般のもしくは未熟練の労働の賃金が，家族
をもった個人が生存しうるぎりぎりの最低額
であると推定されうるように，この最低額の
賃金は，諸個人の相対的富裕が順序づけられ
る尺度の最低点を与えている．彼らの日々の
所得がこの最低点を超えるに比例して，彼ら
は，独立市民（independent citizen）からなる
最下層階級から離れ，社会の上層階級の間で，
高いか低いかに等級づけられる．（Works 

VIII, 366）

ここで示されているように，スチュアートが述
べる下層階級に対する低賃金とは，家族を養い
生活必需品を購入できるだけの生存に必要な最
低限の賃金を意味していたといえるが，硬直的
なものではなかった．彼は，そうした労働者た
ちがいつまでも最低賃金で働き続けるのではな
く，一国が富裕になるにつれて，彼らの収入も
上昇していくことを想定している．そして，収
入の上昇に応じて彼らの境遇が改善され，彼ら
は「最下層階級」から「上層階級」へと向上し
ていくとされる．すなわち，スチュアートは，
スミスの高賃金論とはその性質を異にするが，
スミスと同様に漸次的な賃金の上昇が最下層階
級の勤労意欲をいっそう向上させると考えてい
たということができる．したがって，スチュアー
トは，下層階級に対する高賃金は怠惰をもたら
し彼らの勤労意欲を喪失させるとし，逆に，低
賃金は生存に耐えうるぎりぎりの額しか彼らに
与えないため，彼らの勤労意欲を刺激させない

と考えた．そこで彼は，いずれの立場にも与せ
ず低賃金の意味を拡大・深化させ，生活改善と
道徳的改善を促すための賃金の漸次的上昇を構
想するのであった．
　以上の 3つの貧困対策から，スチュアートの
救貧思想の全容が明らかにされてきたことと思
われる．彼は，これらの貧困対策から，財政問
題と関わらせながらも貧民の自立と勤労意欲の
向上を意図した救貧政策を提唱したということ
ができる．

V　終 わ り に

　本稿では，18世紀末以降の貧困問題につい
てのスチュアートの救貧思想を探究してきた．
長い伝統からなるスコットランドの救済モデル
への称賛から，18世紀末の貧困問題に対する
貧困認識，そして温情主義的な貧民救済に対す
る批判と貧困対策の提唱へと至るプロセスを中
心に検討した．
　ここでスチュアートの救貧思想のもつ重要な
特徴について 2点確認しておきたい．第 1に，
スチュアートにおいては，貧困の原因が 1790

年代の断続的な凶作による穀物価格の高騰だけ
に限定されていなかったということである．す
なわち，彼にとって，穀物の騰貴に対して，農
工業の生産力の拡大を通じた国際市場の自由交
易の形成による経済学的解決だけが貧困の唯一
の解決策ではなかった．また，この時期にかけ
て生じた救貧税の増加を問題にしただけでもな
かった．救貧税と救貧支出の増加はたしかに重
要テーマであるとしたが，これらの問題だけで
は解決しえない眼前の困窮者の欠乏や児童労働
の問題，ならびに下層階級の知的改善をも視野
に入れながら貧民救済論を展開した．これは，
この当時のブリテンにおいて穀物価格の高騰の
原因や救貧法の是非をめぐる議論が集中する中
で，貧困問題の幅広い論点を提供していたとい
うことができる．
　第 2に，スチュアートの貧困対策が，スコッ
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トランドの救済モデルを基礎にしていた点であ
る．彼は，スコットランドの教区救貧院や救貧
法が 18世紀末の貧困問題に直面しこれ以上存
続しえないことを認識したが，その救済理念ま
でをも否定してはいなかった．例えば，貧民の
「少しばかりの」財産所有の政策と独自の低賃
金論は，教区救貧院に見られた倹約の美徳と勤
労意欲の向上重視の考えが彼の救貧思想に深く
根づいていたことを示す．同様に，慈善救貧院
や工場労働の弊害を厳しく批判し，衛生ないし
監獄システムの改革を主張しえたのは，スコッ
トランドの長く続いた人道的な貧民救済を思想
的基礎にしていたからであった．
　これらの点から，穀物倉庫に見られる短期の
政策と工場の弊害などによる構造的な問題に対
する長期の政策との両輪こそが，スチュアート
の貧困対策の特徴をなしていたということがで
きる．このように彼が貧困対策をきわめて重ん
じたのは，「理論」（一般的諸原理）と「実践」（政
策）に注意を払った彼の道徳哲学と深く関係し
ていたからであった（Cf. 篠原1989, 210―24）．「言
語の習得」と「初等教育」を通じて，「知的に
改善」され「理性」を発達させた人間は，「一
般的な言語」を使用するようになる．それを基
礎にして「一般的諸原理」を「実践的に適用」
すれば，「一般的事実」を見出せると考えられ
たのである（Works II, 207―10）27）．
　こうした「理論」と「実践」の適用に関わる
問題を常に念頭に置いていたスチュアートの立
場が，スミスにはない政策的視野を示している
ということができる．スミスは『国富論』第 5

編で貧困に強い関心を払い，人々のモラル腐敗
や分業の弊害を是正するためには「政府の配慮」
が必要であることを繰り返し述べたが，貧困問
題にあまり言及しなかった（Smith ［1776］ 1976, 
vol. 2, 781―97 / 訳（四）49―78）．また，国内の農
業部門での生産性の上昇と耕作の拡大によって
食糧が増産されることが，飢饉時の困窮を防ぐ
上でもっとも重要だと考えていたが，1790年

代の深刻な貧困問題や救貧論争に直面しなかっ
た点で，定住法批判に限定せざるをえなかった
（Winch 1996, 202―09; Brundage 2002, 30―32. Cf. 

Rothschild 2002, 72―83）．この点において，ス
チュアートもまた，スミスと同様に穀物貿易よ
りも国内の農業部門の発展を重んじた．しかし，
第 II節で見たように，18世紀末の断続的な凶
作によって生じた食糧飢饉を特に問題にしたス
チュアートは，スミスよりも凶作時の対策を急
務の課題と捉えていた．パンに代わるジャガイ
モの国内生産の拡大と米の大量かつ定期的な輸
入が必要であると彼が主張した（Works IX, 
141―45, 319―21）のも，天候によって生産の影
響が左右され易い主食である小麦のみへの依存
から脱却するためであり，これは，穀物不足時
の対策として，スミス自由貿易論の修正が必要
だと考えられたからであった．
　ではマルサスと比べてどうだろうか．スチュ
アートが 1800年に政治経済学講義を開講し貧
民救済論を展開した同時期に，マルサスは，貧
困問題が市場経済から生み出されたことを強く
認識し，穀物価格の高騰の原因として救貧法と
救貧支出を批判的に論じた『食糧高価格原因論』
（1800），そして『人口論』第 2版（1803）以降
においてスミスの経済理論をより発展させてい
た．これに対して，スチュアートの場合には，
経済理論の面においては，『人口論』第 2版に
おけるマルサスの穀物奨励金擁護の見解を指摘
するにとどまっていた点で，マルサスと比べて
不十分であるといわざるをえない28）．それでは，
貧民救済の面についてはどうだろうか．スチュ
アートとマルサスのいずれも，児童労働の弊害
や都市問題の改善を指摘したほか，彼らの「倹
約」と「独立」を促すための「節酒」や「地方
銀行」を奨励した点は，彼らの自立心や生活改
善の向上を重視するという同じ考えに立ってい
た29）．しかし，貧困対策については，スチュアー
トは，マルサスのそれとは異なる視点を有して
いた．デイルの工場経営への注目やベンサム等
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による貧民管理に見られる貧民の矯正へのス
チュアートの強い関心と比べて，これらについ
てのマルサスの言及は，『人口論』の初版から
第 6版を通じて決して十分であるとはいえな
い30）．この点で，スチュアートの救貧思想は，
人口原理を中心において貧困問題を把握しよう
とするマルサスの救貧思想の立場と必ずしも同
一のものではなかった31）．また，賃金の漸次的
上昇を意図したスチュアート独自の賃金政策に
ついても，あくまでも低賃金を基礎にしている
点で，マルサスと同一であるとはいえない32）．
むしろ両者を大きく異ならせたのは，「公共の
穀物倉庫」の設置の是非についてであった．マ
ルサスは，凶作時に備えて穀物を備蓄すること
については，「虫害等の原因から損害を受けや
すい」だけでなく「大衆の妬みと嫉む目で見ら
れやすい」等の理由から反対した（Malthus 

［1806］ 1996, vol. IV, 233―34, 241―42 / 訳（III）
231―32, 245―46）33）．
　これに対して，スチュアートがこれらの点を
踏まえつつ「公共の穀物倉庫」を擁護したこと
はすでに見た通りである．スミスが「公共の穀
物倉庫」の設置の是非について詳論しなかった
ことも含めれば34），穀物倉庫の設置をめぐるス
ミスやマルサスの考えとの相違を生じさせるも
のこそ，スチュアート独自の救貧思想の構造に
ほかならない．したがって，スコットランドに
おける伝統的な社会習慣との深い関連のもとに
貧困問題と市場経済が捉えられていた点に，ス
チュアートの経済思想の独自性があったという
ことができる．こうしたスチュアートの経済思
想を貫く貧困問題への視点を見失う時，19世
紀初頭における「富国＝貧国」問題の安易な 

結論35）を彼に与えてしまうのではないだろうか．
しかし，スチュアートの経済思想について，貧
困問題を背景とするマルサスその他の同時代人
と関わらせてさらに詳しく検討していくことは
今後の課題である．
 荒井智行：中央大学大学院

注

 1）　この点の詳しい説明として，Winch（1983, 
37―50 / 訳 34―44），篠原（2008, 307―14）を参照．

 2）　Hont（2005）は，Hont（1983）と同一論文の
ため，本稿では文献の表示については後者のみ
を記すことにする．

 3）　「穀物不足の年に引き起こされる驚愕を防ぐ
もっとも効果的な方法は，その国の実際の状態
を確かめるのに必要である農業委員会の調査に
よって，毎年同じ調査を行うことであろう．実
際に，それらの調査は，あらゆる政府（Govern-

ment）の下で規則正しく行われるべきである」
（Works IX, 132）．

 4）　スチュアートは，疫病を持ち込み易いという
理由から，輸入した穀物を国内の穀物倉庫に貯
えることには反対した（Works IX, 109）．

 5）　ジェイムズ・スチュアートは，同論文の中で，
穀物倉庫の設置に対する 8つの異論に関して詳
細に答えた（Stuart ［1757］ 1995, 360―77）ほか，
『政治経済学の原理』においても不作の年に対
する備えとして穀物倉庫の設置を擁護した（Stu-

art ［1767］ 1995, 211 / 訳 448）．
 6）　この点で，音無（2007, 157―62）が示してい
るように，ベンサムが 1799年の凶作が生じる
以前から彼の『政治経済学便覧』（1793―95）の
中で穀物倉庫の設置をすでに擁護していたこと
は注目するに値する．

 7）　例えば，スチュアートは，スミス『国富論』
第 4編第 5章の「穀物貿易と穀物法に関する余
論」の『国富論』に占める位置づけを批判的に
論じている．「穀物貿易は，商業の全部門のう
ちでもっとも重要である上に，あまりにも重大
すぎるので，商業体系の唯一つの論説に関する
論考への付録として簡単に考察されるものでは
ない」（Works IX, 47）．

 8）　「凶作の年に，目下の窮状のみに注意を向け
る人々は，彼らの困窮を穀物商人の貪欲のせい
にする傾向をもつ．したがって，穀物商人は，
当然そのような人々の憤慨と憎悪の対象とさ
れ，またその結果，彼の穀物倉庫は略奪され破
壊される危険にさらされる」（Works IX, 53）．

 9）　ただし，スチュアートは，政治経済学を対立
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的に捉えなかった点で，E. P.トムスンが主張す
るモラル・エコノミーの立場には立っていない．
E. P.トムスンのモラル・エコノミー論について
は，音無（1998）を参照．

10）　これらの論点とハウレットやピットの議論と
の関連については，Poynter（1969, 23―44, Ch. 3），
Cowherd（1977, 10―23, 27―34），深貝（2005, 76―
86）を参照．

11）　正確にいえば，スチュアートは，『講義』の
中で「最近出版された『人口論』の改版」と述
べるにとどまり，『人口論』のどの版を指して
いるのか明記していない．『講義』の編者であ
るウィリアム・ハミルトンは，スチュアートが
この箇所で用いた引用文についてマルサス『人
口論』の第 3版を利用している．本稿でも，そ
れに従って『人口論』第 3版のみを表記してお
くことにする．

12）　ただし，政治経済学講義を終えた 1810年以
降において，スチュアートが救貧法の是非につ
いていかなる考えをもっていたのかについて
は，なお検討の余地が残されている．1815年に
最初に発表された「ヨーロッパの文芸復興以来
の形而上学，倫理学，および政治学の発展にか
んする全般的展望」論文の第 3部に予定されて
いた箇所においては，イーデンによる上の引用
文にほぼ等しい見解を自らの言葉に置き換えて
述 べ て い る（Works VIII, 48, cf. Works VIII, 9 

note）が，その中では，上の引用文にある救貧
法の「修正」に強調が加えられ，さらにそれが
「企てられうる」から「問題なく企てられうる」
へと変更され，講義の時よりも救貧法の修正に
ついてより肯定的に述べられていることが見出
されるからである．

13）　スチュアートはこれらの内容をチャーターズ
の見解であるとしているが，これは，シンクレ
アーの主導のもとで 9年の歳月をかけて出版さ
れた21巻本『統計によるスコットランドの評価』
に収められている（Sinclair 1791―99, vol. xv, 
641―42）点に注意しておく必要がある．なお，
同書の成り立ちやシンクレアーの救貧思想につ
いては関（2004, 91―106）を参照．

14）　例えば，スチュアートは，「人間の自由を奪

われた人々が…活発に働くことを仮定すること
は，不合理」であり，「自宅で家族と食事さえ
取れない」と述べている（Works IX, 302）．

15）　スチュアートは，事業を縮小せざるをえない
慈善救貧院の経営者が，こうした慈善事業を放
棄し労働者を見捨て「より利益の得られる事業」
に転身し営利を追求していることについても問
題にしている（Works IX, 303）．

16）　ヴォートの雇用創出案やラムフォードの乞食
対策（荒廃した工場を軍需倉庫へと転換し，乞
食に雇用を提供する策）は，救貧の成功実験と
してこの当時のスコットランドでは広く知れ
渡っていた（Poynter 1969, 87―91）．

17）　「私が意味するのは，労働を省くか，労働に
取って代わるそれらの方策の傾向のことであ
る．またそれゆえに，私は，スミス氏によって
用いられた『分業』という語句の代わりに，『労
働の節約（economy of labour）』というさらに一
般的な語句を，代用したい気がする．その語句
は，分業，機械の発明，商業に与えられる便宜
や化学の応用がすべてのそれらの価値を生む共
通の質を正確に表す」（Works VIII, 332）．

18）　スチュアートによれば，「分業が機械の発明
を増加させる傾向をもつ限りにおいて，このこ
とは，スミス氏が考えたように思われることよ
りも，今やずっと洗練されているように思われ
る」（Works VIII, 319）．したがって，スチュアー
トにとって，スミスが『国富論』の中で少年の
「創意（ingenuity）」による「蒸気機関の発明」
（Smith ［1776］ 1976, vol. 1, 19―21 / 訳（一）31―32）
以外に，機械の発明にかんする考察をそれ以上
押し進めなかったことは，「大変不十分」なの
であった（Works VIII, 320）．

19）　バーグは，1790年以降の産業化の進展に伴う
機械問題が深刻化する中で，政治経済学の意味
を捉え直し「政治社会の幸福と改善」を目的と
する政治経済学を追求したスチュアートを，ス
ミス以後の経済思想史上の重要な存在として位
置づけている（Berg 1980, 9―11, 32―40）．この点
は，Winch（1983）やMilgate and Stimson（2009）
にも共通する考えであるように思われる．

20）　例えば，スチュアートは，リーズの木綿工場
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について，18年前は 1634人が働いていたが，
同じ仕事にもかかわらず今では 34人しか働い
ていないという例をあげている（Works VIII, 
326）．

21）　スチュアートが取り上げたデイルの『木綿工
場』による 1792年から 1795年までの同工場の
寄宿生の年代別死亡者数は次の通りである．

年　代 寄宿生 死　亡

1792 270 2

1793 288 1

1794 306 0

1795 384 5

22）　この死亡者数は，当時としては極めて低かっ
たため称賛に値するものであった（小山 1962, 
125, 吉尾 2008, 141）．

23）　スチュアートは，バークの『穀物不足にかん
す る 思 索 と 詳 論 』（Burke ［1795］ 1808, 413―
14 / 訳 266―67）を特に参考にして，飲酒の禁止
には反対し，貧民の辛い肉体労働を和らげると
して，アルコール類への適度な税を課すことに
よって「適切なアルコール飲料の価格」を設定
し，「節酒」する必要があると述べている（Works 

IX, 314―19）．
24）　この箇所の引用文については，その内容にあ
まり大きな変化がなかったため，『犯罪と刑罰』
の第 5版を底本とする新訳の小谷訳をあえて利
用せず，第 3版フランス語訳版に基づく風早・
五十嵐訳を参考にした．したがって，文献表で
は，原書と小谷訳とが一致していないことをお
断りしておきたい．

25）　スチュアートは，著名こそあげていないが，
これは Howard ［1777］ 1929を指していると思わ
れる．

26）　スチュアートの他に，トマス・バーナードが
中心的役割を担った「貧民の境遇改善および安
楽増進のための協会」やタウンゼンドは，フレ
ンドリー・ソサイエティーの自助努力を促進し
た点について高く評価している（柳沢 2003, 
215; 吉尾 2008, 134―35）．ただし，タウンゼンド
がこれに加えて富者の自発的慈善を促進する効
果を期待した（柳沢 2003, 215―18）のに対して，

スチュアートの場合にはそうした考えを共有し
ていないように思われる．

27）　スチュアートが「一般的事実」を見出す点に
注意を払ったのは，従来の政治学などの分野に
おいて「推論」が誤る可能性が高かったからで
ある．この点の説明については，篠原（1989），
荒井（2009）を参照．

28）　スチュアートがマルサスの穀物奨励金擁護の
内容を詳しく考察しえなかった理由について
は，荒井（2011, 240―45）を参照．

29）　マルサスが「節酒」を重んじた点については，
柳田（2005, 99）を参照．なお，マルサスが，『人
口論』第 5版（1817）において，下層階級の「節
約」や「勤労」を育むための金融機関である「貯
蓄銀行」への預金を奨励した点については，
Malthus（［1817］ 1996, vol. IX, 275―80 / 訳（IV）
155―58）を参照．

30）　マルサスが「貧民のための強制施設」を批判
的に論じた点については，Malthus（［1807］ 
1953, 187―92 / 訳 203―09）を参照．

31）　この点について，例えば『食糧高価格原因論』
においても，マルサスは，困窮の原因を人口法
則と救貧法および救貧支出の増加に限って見て
いる（Malthus ［1800］ 1986, 8―18 / 訳 22―43）．

32）　柳田（2005, 4―5, 22―35）は，下層階級を「勤
労階級」と「最貧階級」とに区別し，有効需要
の担い手たる前者への上昇転化を希求したとす
るマルサスの高賃金論的側面を強調している．

33）　マルサスは，『人口論』第 2版において凶作
時への備えとして穀物の備蓄が有益であると述
べたが（Malthus ［1803］ 1996, vol. III, 450 / 訳（III）
231），第 3版ではその内容を削除した．

34）　ただし，スミスは「もっとも緊急の必要があ
る場合」（Smith ［1776］ 1976, vol. 1, 539 / 訳（三）
75）に限って必要は一時的に所有権に優先する
と考えた．この論点については，Hont and Igna-

tieff（1983, 13―26 / 訳 15―30），Hont（2005, 88―
99 / 訳 66―76）を参照．

35）　例えば，Hont（1983, 315 / 訳 500）を参照．
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This paper aims to clarify Dugald Stewart’s view 
on poverty. He has generally been considered an 
optimist and admirer of the development of 
commercial society and unlimited free trade. 
However, notably, Stewart emphasized the im-
portance of poor relief in his influential Lectures 
on Political Economy （1800―1810）. I will show 
the significance of his view on the establishment 
of public granaries related to the Scottish poor 
relief system, which, historically, had had an 
enormous effect on the maintenance of the poor.
　 However, Stewart recognized that the Scot-
tish poor relief system would augment financial 
burdens through the annual increase of poor 
rates. In this paper, I attempt to explain the sig-
nificance of Stewart’s realistic view of the evils 
of charitable workhouses, factory labor, and so 
on, focusing mainly on his criticism of poor laws 
as leading to an increase in poverty. Moreover, I 

shall highlight the important fact that Stewart 
indeed proposed various forms of poor relief. 
The basic components of his poor relief policies 
can be summarized as follows: （1） possession 
of property among the lower classes, （2） im-
provements in the prison system, and （3） gradu-
al advancement of low wages. The first relates 
to the improvement of morals and the incentive 
to work; the second, the prevention and correc-
tion of crimes; and the third, the improvement of 
their living conditions through economic devel-
opment.
　 Focusing on his arguments on these poor re-
lief policies, I will illuminate the historical sig-
nificance of Stewart’s original view of poor re-
lief in the early nineteenth century after Smith.

JEL classification numbers: B 30, B 31, I 31.
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